
短期入所を利用される方へ 

目  的    この事業は、在宅で重症心身障害児（者）を介護されているご

家族が、冠婚葬祭や疾病、家族の身体的、精神的な疲労等の

軽減を図る等、何らかの理由（※）で一時的に介護ができない場

合に、お子さんを施設でおあずかりし、家族の福祉向上を目的と

します。 

（※）冠婚葬祭、家族の疾病、出産、事故、災害、引っ越し等の

社会的理由のほか、保護者の休養、旅行等、私的な理由

があります。 

 

利用手続 １）最寄りの市町村窓口（障害児者福祉の担当係）で介護給付費

支給申請を行い、支給決定を受けることが必要となります（障害

支援区分等の調査のため、市町村福祉課担当者が自宅へ訪

問します）。 

２）利用の適否について、お子さんの状態を確認するために事前

の外来受診が必要となります。受診の際、主治医からの「診療

情報提供書」をいただく場合があります。 

３）初回時（前回の利用から数年の期間が経過し、お子さんの医

療的ケア等が変化した場合も含む）、お子さんが環境に慣れる

ため、また日常生活の情報を聞かせていただくために、保護者

付き添いのうえ体験入所をしていただきます。 

この場合も通常の短期入所の取扱いとします。 



内  容  ①利用期間は、原則として７日以内とします。ただし、やむを得な

い場合については、必要最小限の範囲内で期間の延長が可

能です。 

②入所及び退所の時間は、原則 10時から 18時とします。 

（入退所の時間については、相談に応じます） 

③１日あたりの受入れ人数については、空床型のため、入所され

ている方の人数及び看護体制等による対応となります。 

④現在入所されている方との集団生活となります。 

⑤入所期間中に医療的処置を行った場合は、健康保険による診療

扱いとなります。市町村により初診料をいただく場合があります。 

⑥次の場合、日程の変更または中止させていただく場合があります 

（お申込み後であっても、次の要因が起こった場合はお断りさ

せていただく場合があります）。 

 

〈利用者側の要因として〉 

・ 発熱、風邪、流行性疾患等に罹患している場合。 

・ 重積発作等がある場合。 

・ 平常の状態と何らかの違いがあり、身体状態が落ち着いて

いない場合。 

 

〈施設側の要因として〉 

・ 利用枠が満員の場合。 

・ 利用病棟に伝染性疾患等が流行している場合。 

・ 医師、看護師の体制が整っていない場合。 

・ 災害等により、病棟が使用できない場合。 



費  用  １．介護給付費対象サービス利用料金 

      ◇宿泊を伴う場合 

日額 27,030 円が介護給付費の対象額となりますが、利用者ま

たは保護者は、その１割にあたる 2,703 円（日額）をサービス利

用料金として負担していただきます。 

      ◇日帰りの場合 

日額 25,710 円が介護給付費の対象額となりますが、利用者ま

たは保護者は、その１割にあたる 2,571 円（日額）をサービス利

用料金として負担していただきます。 

※生活保護世帯の利用者は、全額市町村が負担します。 

 

      ２．介護給付費以外にかかる利用費 

       ①食事サービス料（材料費、各１食につき） 

朝食 500円、昼食 500円、夕食 500円 

※食事提供加算対象者の場合は、１日480円が減免となります。 

       ②理髪サービス料（技術料、１回につき）1,000円 

※理髪は事前にご確認ください 

       ③クリーニングサービス料（１ネットにつき）400円 

      ◇上記１，２については、短期入所終了後の翌月、当院にて精算

させていただきます。 

 

基本契約  短期入所利用時に『「美幌療育病院短期入所」重要事項説明

書』についてご説明させていただきます。説明をもとに契約書に

署名・押印していただきます。 



持 ち物  ◆健康保険証  ◆○障受診券  ◆居宅受給者証 

◆印鑑      ◆薬（日数分）  ◆経腸栄養剤等 

◆オムツ     ◆衣類、パジャマ、下着  ◆洗面用具 

◆日常生活で専用に使用しているもの（体位保持具・医療器材等） 

        

そ の 他  ・ご家族が付き添いの際に、併設している「保護者等宿泊施設」

をご利用できます。 

宿泊費（１泊／人） 4月 1日～9月 30日  1,000円 

10月 1日～3月 31日 1,300円※ 

（※暖房費 300円含む） 

 ・ご家族の食事は、職員食堂「柊」をご利用できます。 

営業時間  10時～14時 

朝食については、前日 14時までの予約となります。 

夕食については、当日 14時までの予約となります。 

料金は、利用した際にお支払いください。 

 

 

【申し込み・問い合わせ】 

美幌療育病院 支援事業課 

〒092－0030 

網走郡美幌町美富９番地の１ 

TEL  0152－73－3145 

FAX  0152－73－5298 

 


